
 

「電子的診療情報連携体制整備に関するお知らせ」 

 

当院では、質の高い医療を提供するため、医療 DX（デジタルトランスフォーメーション）

を推進し、以下の電子的な診療情報連携体制を整備しております。 

 

➢ オンライン資格確認の実施 

マイナンバーカードを用いた保険証利用により、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、

その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。 

 

➢ 電子処方箋の活用 

他院での処方内容を正確に把握することで、重複投薬の防止や、より質の高い医

療の提供に努めています。 

 

➢ 電子カルテ情報共有サービスの活用 

くまもとメディカルネットワークを活用し、医療機関等との間で情報を共有し、より

安全で質の高い医療の提供に努めています。（別表：くまもとメディカルネットワーク連携医療機関） 

 

➢ 詳細な明細書の交付 

診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な診療明細書

を無料で交付しています。 

 

➢ 医療情報の安全管理について 

医療情報システムを安全に運用するため、専任の責任者を配置し、情報セキュリテ

ィ研修を定期的に実施しています。 

診療情報は、関係法令およびガイドラインに基づき適切に管理し、プライバシー保

護に十分配慮しております。 

 

医療機関名：国保水俣市立総合医療センター 

掲示日：2026 年 6 月１日 

 

 



  

 

 

 

くまもとメディカルネットワーク 

登録患者数：191,581 人／登録施設数：890 施設 （令和 8 年 6 月現在） 

連携医療機関（芦北圏域：63 施設） 


